
世界農業遺産とは
　

正式名称を「世界重要農業遺産システム(GIAHS)」といい、グローバル化、環境悪化、人口増加の影響によ
り衰退の途にある伝統的農業や文化、土地景観の保全と持続的な利用を図ることを目的に2002年(平成
14年)に創設されたプログラムです。食料の安定確保を目指す国際組織である国際連合食糧農業機関
(FAO)が、世界的に重要な農業や土地利用のみならず、生態系や土地景観、習慣、伝統文化など農業に関
連する文化的な要素も含め次世代に継承することを目的にしています。

2018年7月現在において、「世界農業遺産」の認
定数は、21ヵ国52地域です。日本では11地域が
認定されています。静岡県は当推進協議会構成
市町の区域及びわさび栽培地域が認定されてお
り、日本で唯一、世界農業遺産の認定地域を２つ
持つ都道府県となりました。

新潟県佐渡地域

熊本県阿蘇地域

石川県能登地域

徳島県にし阿波地域静岡県わさび栽培地域

大分県国東半島宇佐地域 岐阜県長良川上中流地域

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域

和歌山県みなべ・田辺地域

宮崎県大崎地域

阿蘇の草原の維持と持続的農業 みなべ・田辺の梅システム

持続可能な水田農業を支える
『大崎耕土』の伝統的水管理システム

静岡水わさびの伝統栽培
発祥の地が伝える人とわさびの歴史

にし阿波の傾斜地農耕システム高千穂郷・椎葉山の
山間地農林業複合システム

清流長良川の鮎クヌギ林とため池がつなぐ国東
半島・宇佐の農林水産環境

トキと共生する佐渡の里山 能登の里山・里海



　茶草場とは、茶園に有機物として投入するササやススキ
などの草を刈り取るための半自然草地のことです。
　茶園への草の積極的な利用のため、茶園周辺には茶草場
が点在しています。静岡では当たり前の風景ですが、他で
はほとんど見られない静岡県の特徴的な風景です。そこに
は希少種を含む多くの草地性の植物を身近に見る事ができ
ます。
　茶草場から刈り取ったススキなどの草を茶園に敷く伝統
的な茶草場農法の技術は、より高品質なお茶を生産しよう
とする農家の方々の努力により今日まで継承されていま
す。良質なお茶を生産する営みが、結果的に生き物を守っ
てきたのです。
　このように農業と生物多様性が同じ方向を向いて両立し
ていることが世界から評価され、2013年5月に国際連合食
糧農業機関(FAO)から世界農業遺産に認定されました。
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